
 募集要項別紙２ 

 

堺市市民交流広場 利用料金の減免に関する基準 

 

減免基準 減免額 

（１）本市又は指定管理者が主催する行事のために使用するとき 全額 

（２）前号に掲げるもののほか、指定管理者において特別の理由がある

と認めるとき 
全額又は半額 

 


